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誹

識

所
帯
統
計
概
諌
〔
二

所
.
帯

統

計

概

説

鍛
九
捏

(
第
六
號

四
二
)

入
o
大

(
=

財

部

静

治

一

吾
人
は
近
刊
絵
學
新
報
紙
上
、
所
帯
槻
を
試
み
、
所
帯
は
国
勢
調
査

の
基
本
事
務
起
る
、
覗
取
り
の
輩
位
穴
る

こ
.ε
を
明
か
に
せ
る
ε
共

に
、
そ
.の
實
蛮
土
所
帯
に
付
、
覗
取

る
所
は
そ
の
内
容
に
富

み
、
特
に
現
時

の
諸
交
明

國
に
於
て
は
、
之
か
實
用
も
多
き
を
以
て
、
諸
國
は
人
口
實
査

の
材
料
蒐
集
及
整
理
上
、
周
到
に
し
て
叉
分
類
詳

や

細

な
る
、
所
帯
統

計

の
作
製

に
勉

む
る
ご
ざ
を
、

青

し
な
り
。
然

る
に
本
邦
統
計

界
に

つ
き

、
熟

々
之
を
察

す

る
に
、

國
酌
〃調
査
.は

一
年

を
候
だ

す

し
て
、
實
施

せ

ら
れ

ん
ご
す

る
に
拘
は
ら

す
、
叉
「
家
政
」
「
所
帯
」

「
家
庭
」

「
家
族

」
等

の
諸

用
語

か
、
學
者

論
客

の
口
に
上
る

こ

ご
は
多

き
に
拘
は

ち
す

、
所
帯
統

計

の
意
義

は
看

迅
少
く

ご

も
輕
現

せ
ら

る

、
に
似

な
り
、
吾

人

は
素

よ
り
北

極

の
統
計

に
付

、
.そ

の
學
理

及
調

査
例
を
究

む

る
こ

と
、
伺

極
.

め
て
淺

し
ご
雌

も
、
右

の
如
き
賞
状

に
鑑

み

、
恥

か

之
か

一
慨
説

を
試

み
て
、
世
人

の
注

意
を
喚

起
す

る

の

一
助

π
.ら
し

め
ん

ピ
欲

す
、

】
編

の
結
構
措

僻
蕪
雑

な
る

を
以

て
し
て

、
荷
之

を
僻

せ
さ

る
は
、
問

題
特
需

に
慮

す

る

.

こ

底
、
頗

る
人
な

る
を
想

へ
は

な
ら

、
讃

者
幸

に
之

〃
諒

せ
よ
。

一
.隔

ト



r

所
帯
は
人
類

の
砒
會
的
共
同
生
活

に
於
け
る
諸
形
式

の

一
を
な
す
、
且
又

一
定
地
域

の
人
口
静
態
に
付
、
客
観

的
に
綿
密
な
る
調
査
を
遂
げ
ん
ピ
す
る
に
當
ヶ
、
硯
取
ぢ
る
へ
き
民
衆
群
に
付

、
之
を
分
類
す

へ
き
諸
砒
曾
的
親

黙
を
取
り
得

へ
き
こ
ご
な
る
か
で
所
帯
は
恰
も
か
》
る
親
黙
の

一
な
り
、
加
之
此
形
式
に
よ
れ
る
人
日
分
類
は
、

人
口
群
衆

の

一
分
類

な
か
ら
、
實
は
そ
の
群
衆

ピ
そ
の
元
素
た
る
個
人
ε
の
欄

に
、
挿
ま
れ
た
る
物
的
中
間
分
類

覗
す
る
を
得

へ
し
、
そ
の
考
察
上
童
黙
た
る
へ
き
は
、
職
業
別
、
信
敏
別
ご
吉
ふ
か
如
く
、
個
人
の
肚
曾
的
特
質

如

何
に
從
猷
て
、
分
ち
得
た
る
肚
會
畢
的
分
類
現
す

へ
き
黙
の
み
に
存
せ
す
し
.て
、
寧
ろ
之
を
第

一
次
に
個
人
以

上
に
晃

ワ
世

に
現
出
さ
る

警

、
李
凡
な
る
肚
會
成
團
親
し
、
そ
の
内
容
如
何
に
よ
り
、
分
ち
鴛

註

會
學

的
分
類

ご
し
て
問
ふ
に
あ
り
、
「
所
帯
親
」
中
親
族
又
は
所
帯

の
一
團
を
以
て
、
特
別

の
察
取
封
象
ε
な
し
、
柳
か
そ

　
　

じ

の
肚
會
學
的
意
義
を
問

へ
る
も
、
此
主
旨
を
説

け
る
に
外
な
ら
す
、
而
し
て
大
多
藪

の
人
は
.男

所
帯
に
厨
す
る

に
よ
り
、
人
口
静
態

に
つ
き
基
本

の
客
観
的
個
別
調
査

を
な
す
に
當
グ
」
そ
の
民
衆
に
於
け
る
、
右
人
間
共
存

の

最

小
成
團
を
、
統
計
的

に
掩
捉

下
る
こ
と
を
得
せ
し
む
、
從

ひ
て

一
面
本
邦
國
勢
調
査
柚
規
に
も
窺
は
る
～
如
く
、

所
帯
を
實
査
す
る
は
み
主

こ
し
て
人
口
實
査
を
遂
く
る
の
便
宜
に
出

つ
ご
も
、
議
し
得

へ
.き
に
拘
は
ら
す
、
所
帯

統
計
ば
そ
の
も

の
と
し
て
、
濁
立

の
意
蓄

有

す
る
は
、
「
所
帯
蜆
」
中
に
も
指
摘

せ
る
か
如
し
、
乃
ち
知
る
所
帯

統
計

の
本
分
及
且
的
は
、
特
定
地
域

の
人
口
静
態
に
付
、
所
帯
て
ふ
趾
會
成
團

の
敷
及
構
成

に
關
す
る
、
本
源
的
.

客
欝

知
識
を
明
か
に
し
、
叉
そ
の
得
ら
れ
た
・
結
果
に
よ
b
、
祉
會
研
究
去

有
用
資
料
を
授
《
る
詣

り
斧

論

説

羅

統
計
概
説
三
.

第
九
巻

璽

ハ號
.

四
三
)

八
。
七

「

一「一



論

説

所
帯
統
計
概
説
〔
一
一

第
九
奮

(第
六
號

四
四
、}

汽
○
凡

す

へ
き

を

。

一

-

合

を
所
霧

計
に
よ
り
種
々
に
類
別
ず
る
は
、
恰
も
亦

こ
の
類
別
及
そ
の
類
別
の
奉

に
生
す

へ
き
諸
報
告

に
よ
り
、
そ
の
他

の
諸
部
門
統
計
に
、
種
々
の
聯
絡
黙
を
生
す

へ
き
こ
ご
、
假
令
は
共
同
生
活
如
何
に
よ
る
類
別

ε
、
道
徳
統
計
ご
の
聯
絡
あ
る
か
如
き
こ
ε
あ
る
か
た
め
に
必
要

な
り
、
か
く
道
徳
統
計
上

の
評
債
を
促
か
す
へ

き
類
別
は
.
各
個
人
か
住
め
る
道
徳
的
境
遇

の
現
況
を
、
考
ふ
る
に
も
有
用
な
り
、
假
令
は
山
家
火
は
小
農
村
に

.

住
め
る
者

8
」
大
都
市
に
住

め
る
者
ご
の
間
に
は
、
恰
も
そ
の
所
帯

の
構
造
に
大
差
あ
る
か
た
め
に
、
そ
の
倫
理
.

.

親
及
肚
會
観
に
大
相
違
あ
り
、
土
着
住
居
事
情

の
模
様
如
何
は
叉
家
族

へ
も
特
別
の

一
影
響
を
及
ぼ
す

へ
し
、
家

ヤ

　

族
は
敢
會

の
細
胞
に
似
売
り
、
家
族
團
艘
に
他
人
分
子
を
加

へ
、
小
商
人
手
工
業
家
及
展
家

の
家
庭
に
、
憐
娩
等

値
を
容
れ
、
澗
借
人
食
客
等
を
容

る
㌧
か
た
あ
に
、
そ
の
家
族

の
形
態
學
的
考
察
上
、
倫
理
的
に
特
別

の

一
.解
舞

を
促
す
こ
と
＼
な
る
へ
く
、
部
分
的
に
は
實
に
憂
ふ

へ
き
元
素
を
、
加

へ
勧
む
る
こ
ε
㌧
な
る
、
要
す
る
に
所
帯

又
は
家
族

の
共
同
生
活
如
何
は
、
道
徳
統
計
上
特
に
意
義
あ
b
ε
す
。

家
族
ご
所
帯

ご
の
間
に
、

一
相
違
存
す
る
か
如
く
、
是
等
二
成
團
の
事
情
購
明
に
當

る
へ
き
統
計
に
つ
き
て
も

雇
別
を
付
し
得

へ
し
、
家
族
統

'計
は
狭
義

の
所
帯
叉
は
固
有
家
族

の
形
態
學
的
叙
事
、
假
令
は
現
存
夫
.婦
、
そ
の

持
続
期
間
、
子

の
撒
、
子
の
嫡
私
出
、
夫
婦
の
年
齢
關
係
、本
邦
事
情

`
し
て
は
、
そ
の
外
内
縁

の
妻
、
協
議
上

の

離
婚
、
養
子
縁
組
、
隠
居
等
に
關
す
る
、
計
敷
的
叙
事
を
授
く
る
に
勉
む

へ
き
も
、
所
帯
統
計
は
経
済
上

の
方
面



よ
り
狭
嚢
家
榛

の
み
な
ら
す
㌔

一
般
に
住
居
及
家
計
共
同
腔
の
敷
及
形
態
を
、
.査
察
す
る
を
そ
の
職
分
こ
す
、
若

し
実
れ
所
帯
統
計
を
通
し
て
、
家
族
共
同
生
活

の
事
情
を
、
確
か
む
る
の
敷
用
に
つ
き
て
は
、
以
下
少
し
く
説
く

所
あ
る
へ
し
ε
錐
も
、
右
の
如
き
相
違
あ
る
か
だ
め
に
、
各

々
凋
得

の
意
義
を
有
し
、
叉
各
別
に
開
拓
さ
る

へ
き

も

の
あ
る
を
忘

る
へ
き
に
あ
ち
す
。

三

之
を
沿
革
的
に
察
す
る
に
、
欧
洲
人
口
翻
態
統
計
は
、
間

々
所
帯
叉
は
家
族

の
直
接
観
察
、
否
寵
藪
に
よ
れ
る

之
か
徴
候
観
察
に
俘

へ
り
、

一
般
に
中
世

に
あ
り
て
拡
、
竈
撒
を
實
査
レ
、
よ
り
て
得
食
る
敷
に
、

一
竈

に
つ
き

て

の
推
定
李
均
家
族
人
員
〔通
常
四
人
叉
に
五
人
)
を
乗
ず
る
て
ε
に
よ
り
、
間
接

に
人
口
現
計
を
察
知
す
る
こ
と
に
満

コ

足

し
、
.屡

力
叉

近
世

に
至
る
迄

そ

の
状
を
纏
け

起
り
、

そ

の
後
微

を
穿

つ
か
如
き
、
調
査

法
を
探

る
こ

ε
、
な

り
、

人
員

あ
穴
ま
轍
叉

は
凋
逸

語

に
て
所
謂

ω
。・
冨
〒
趨
三
の
調
査

を
、
主

ご
す

る
こ

ζ
}
な

り
て
よ
り
も
、
街
同
時

に

家
族

の
員
数

を
、
確

か
む

る
こ
ε
を
も
亦

重
ん
し
だ

り

、
而
も
亦

そ
の
多
く

は

、
輩

に
家
族

の
総
敷
を
示

す
か
如

き

、
粗
大

の
形
式

を

ご
り
、

そ

の
以
上

に
家
族

の
種

類

及
範
圏

に
よ
乃
、
細
則

を
付

せ
さ
り
き
、
又
人

口

の

一
部

弥
か
・
家
族

の
結
束
以
外
に
共
同
生
存
せ
る
.の
事
情
は
、
不
問
に
付
せ
ら
れ
π
り
、

天

四
六
黍

の
狸

腱

同
鶏

査
F
於
げ
う
か
如
き
に
黙
り
、
さ
れ

ご
又
肚
倉

上

の
蜆
懸

よ
り

、
興
味
甚
多

く
、
國
又

は
都
市

に
よ
り

て
は
近

年

に
至

り

て
・
漸
く
之
か
調
査
を
試
む
る
薯

最

り
し
も
、
統
計

の
大
且観

察
よ
b
せ
は
、
實
行
の
望
多

奮

さ

る
試
み

論

説

所
帯
統
計
概
観
(
ご

.

第
九
鐙

(
第
六
號

四
五
)

入
0
丸

「

、

.

"
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第
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六
號

四
六
)

益

o

も
、
夙
に
起
れ

る
こ
ε
め
り
、
所
帯
生
活

の
諸
特
殊
形
態
を
、
察
馭
せ
ん
と
せ
る
は
之
.な
り
、
乃
ち
根
分
は
特
殊

婚
姻

法
の
影
響
に
よ
b
、
結
婚
難
を
訴

へ
し
め
内
私
生
晃

の
数
多

き
を
以
て
著

は
れ
れ
る
、
前
世
紀
前
年
中

の
巴

`

威
里
に
あ
り
て
は
、

一
八
四
〇
年
及

　
八
五
二
年
「
婚
姻
關
係
な
く
し
て
共
棲
せ
る
男
女
嶽
」
を
問
.へ
る
も
、
そ
は

當
特
行
敬
統
計

の
局

に
當
り
し

ヘ
ル
マ
ン
自
身
か
謹
言
せ
る
如
く
、
.失
敗
に
締

し
だ
り
、
そ

の
外
巴
威
里

の
古
統

計
に
つ
き
、
特
色
ε
す
へ
き
は
、
家
族

の
観
念
決
定
上
、
経
済
上

の
猫
立
に
、
法
外
叉
絶
…封
の
重
味
を
お
け
る
に

脚

コ

あ

ヘ

ピ

へ

あ
り
、
乃
ち
か
＼
.る
家
族
観
念
ε
し
て
、

一
八
五
五
年
綜
合
決
定
さ
れ
た
る
所

に
よ

る
に
、
「
目
次
家
族
の
数

と
吉

へ
る
所

に
は
、
巴
威
里
園
内

に

一
定

の
住
所
を
有
し
、
猫
立
な
り
、
叉
養
育
料
地
與
の
み
よ
b
な
る
こ
ε
な
き
、

濁
狩

の
特
別
所
得
を
牧
む

へ
き
、

…
切
の
男
叉
は
女
を
録
取
す

へ
し
、
そ
の
間
何
れ
か
の
途

に
よ
り
、
確
讃
さ
る

へ
き
足
住
所
、
何
麗

な
る
か
を
問
は
す
、
叉
そ
の
人

か
無
配
偶
有
配
偶
穴
る
か
、
僑
叉
俗
起

る
か
、
固
有

の
所
帯

を
有
す

る
か
は
、
無
闕
係
ε
す
」
ε
せ
り
、
從
ひ
て
全
く
現
隣

の
綜
合
的
意
義

に
よ
れ
る
、
家
族
観
念
の
如
く
な

ら
す
、
寧
ろ
経
済
上
濁
立
せ
る
者

の
選
抜
を
期

す

へ
き
、
個
人
主
義
的
観
念
た
り
き
。
然

る
に
近
時
に
至
b
、
根

柢
肚
會
成
團

の
統
計
査
察
上
改
更
さ
れ
な
る
所
は
、
次
の
三
熱
に
聞
す
、
乃
ち
覗
取
り
様
式

-し
し
て
、
所
帯
票
を

採
用
し
、
之
に
よ
り
て
審
査

の
技
術
士
に
於

て
も
亦
、
右
肚
脅
威
團

の
分
離
察
取
を
遂
げ
し
む
る
こ
`
は
そ
の

一
な

り
、
.原
材
料
の
集
中
整
理
を
、
初
め
た
る
こ
ε
は
そ
の
二
な
b
、
肚
會
政
策
に
鑑
み
、
特
に
諸
大
都
市
の
市
統
計

靭
事
務
上
、
所
帯
及
家
族

の
構
造
を
明
か
に
す
る
こ
と
起
、
特
別

の
注
意
を
佛

ふ
に
、
至
り
し
こ
ご
そ

の
三
菰
わ
、
.

'



番

上
籍

殊
肚
籍

啓

達

に
付
・
諸
緊

都
碇
窩

に
大
柑
連
享

・
は
、
合

統
計
の
他
の
諸
臨

に

.

於
け
る
よ
り
も
甚
し
・

】
は
北
極
の
統
計
か
、
輓
近
に
至
り
て
初
め
て
、
注
曼

開
拓
せ
ら
れ
も
當
然
の
結
果
た

り
、
而
し
て
就
中
由
来
最
も
有
用
な
る
報
告
を
授
く

る
も
の
は
、
諸
大
都
市
な
り
、
吾
人
は
此
黙
に
付
、
曾
て
本

誌
上
猫
逸
の
市
統
計
所
を
紹
介
せ
る
こ
と
を
想
起
し
、
本
邦
諸
都
市
市
政
當
局
者
か
、
国
庫
補
助
あ
る
市
瞥
住
宅

.

の
必
要
に
、
畳
醒
す
る
こ
ご
頗

る
鋭
敏

な
る
に
拘
は
ら
す
、
根
本
政
務
汰
る
市
統
計
刷
新

の
必
要
畳
醒
に
、
回
し

・
鋭
敏
を
示
さ
れ
さ
る
か
如
く
蘇
る
を
見
、
私
か
に
之
を
憎

む
。

四

人
類
肚
會
生
活
の
根
柢
成
團
、
乃
ち
所
帯
叉
は
家
族
に
關
す
る
競
取
り
は
、
各
個
人
の
覗
取
り
同
様
、
疑
問

の

、餓
地
な
き
計
数
事
例
こ
し
て
、
言
下
に
之
を
實
施
し
得

へ
き
に
非
す
、
寧
ろ
そ
の
成
團
組
成
分
子
の
共
同
所
属
に

.

關
し
、
知
畳

し
得

へ
く
或
は
尋
問
に
よ
り
確

か
む

へ
き
標
準
を
定
め
て
之
に
照
し
、
そ
の
組
成
分
子
の
.一
團
を

】

猜

せ
ん
ご
す
る
の
.、
中
間
的
観
念
決
定

の
手
績

を
、
挿
む
ご
ε
に
よ
り
て
の
み
、
之
を
達
し
得

へ
し
。

右
の
黙
に
づ
き
二

つ
の
方
法
又
は
主
義
の
、
何
れ
か
を
探
り
得

へ
し
・、
乃
ち
或
は
形
式
主
義
に
よ
る
こ
ε
、
し
、

.

住
居
を
構

ふ
る
の
外
部
事
實
を
以
て
、

一
所
帯
に
謝
す
る
共
同
所
厨

の
、
表
現
泣
認

む
る
こ
盆
、
な
し
得

へ
し
、

此

見
解
に
よ
れ

る
貸
倒
は
、
佛
蘭
西
、
白
耳
義

(竃
曾
茜
。
)
英
蘭

(同
。器
幕

詳

ぎ
・
mε

北
米
合
衆
國
(U
宅
Φ目
口
σq
)

.

に
於
て
見

為
所
、
喚
地
利

(≦
。
ぎ
唱
藷

ご
.
に
於
て
も
、
従
前
は
之
に
よ
れ
り
、

さ
れ
ご

一
九
〇
〇
年

の
同
国
人

論
.
説

所
管
統
計
疵
賊

ハ
=

「

、
.
第
九
巻

(第
六
號

四
七

)

入

一
一



簡

.

」

論

説

所
帯
統
計
概
説
二

)
.

第
九
巻

(第
六
號

四
八
)

八
一
ニ

ロ
實
査
に
あ
り
て
は
、
.此

黙
に
付
重
要
改
革
を
施

し
、
根
柢
肚
脅
威
團
を
住
居
の

一、組
に
求
め
す
、
之
を
人
々
の

特
殊
共
同
膿
に
求
む
る
こ
ご
、
な
れ
り
、
而
し
て
同
国
に
於

て
か
ぐ
改
め
ら
れ
π
る
見
解
は
、
恰
も
亦
他
の
諸
国

に
於
て
、
由
來
採
用
さ
れ
た
る
見
解

な
り
、
乃
ち
凋
逸
、
伊
太
利
、
丁
抹
、
瑞
典
、
諾
威
、
.西
現
牙
等
に
あ
り
て

は
、
實
質
主
義
に
よ
る
こ
`
」
し
、
成
團
に
封
ず
る
個
人
の
共
同
所
厩
に
つ
き
、
人
身
的
標
準
を
設
け
、
之
に
よ

り
直
接
に
決
せ
ら
る
へ
き
、
人
の
共
同
膿
を
硯
取

る
こ
ご
、
す
、
こ
の
方
法
な
る
住
居
共
同
の
事
實
に
よ
る
の
み

な
ら
す
、
.共
同
家
計
に
臆
す
る
の
事
實
に
照
し
て
、
競
取
り
の
際
に
察
知
せ
る
、
.人
々
の

一
集
合
を
問
ひ
、
結
局

は
天
北
集
合
を
標
準

ξ
し
て
、
特
別
の

一
睨
取
り
用
紙
に
、
之
か
共
同
記
入
を
遂
げ
し
む
る
場
合
に
、
實
現
さ
る

へ
し
、
.我
邦

に
於

て
も
、
昔
時
に
あ
り
て
は
不
知
不
識
第

一
の
見
解
に
上
り
し
か
な

『
に
、
戸
口
の

「
戸
ご
倣
家

数
の
こ
.&
」
な
り
ご
の
、
輩
純
な
る
解
　梯
に
よ
り
、
事
濟
み
た
り
ε
誰
も
、
国
勢
調
査
施
行
令
第
三
條
第

二
項
か
、

「
本
金
に
於
て
世
帯
ご
稠
す
る
は
、
住
居

及
家
計
を
共

に
す
る
者
を
謂

ふ
」
ご
規
定
せ
る
は
、
第

二
の
見
解
に
則
る

こ
ご
を
、
明
言
せ
る
も

の
ご
謂
ふ
へ
し
。

、

右
再
調
査
方
法
は
共
に
面
糾
を
俘

ふ

へ
.し
、
乃
ち
前
者
に
あ
り
て
は
、
住
居
何
た
る
か
を
、
正
當
に
限
定
す
る

こ
ε
、
屡
困
難
な
り
、
蓋
し
覗
取
ら
れ
た
る

一
室
間

を
、
固
有

の

】
住
居
こ
す
へ
く
、
從

ひ
て
そ
の
中
に
あ
る
人

ノ

人
を
、
固
有

の

「
所
帯

こ
す

へ
き
や
、
或
は
他

の
住
居
の

一
匿

分
に
過
ぎ
す
ε
す

へ
き
や
、
疑

は
し
き
場
合
砂
か

ら
ず
、
こ
の
こ
ε
穴
る
洞
し
屋
敷

の
内

に
、
別
棟
隠
居
厨
の
設
け
あ
る
、

一
例

の
み
を
想
像
し
て
も
、
直
ち
に
看

.「



江

坂
し
得

へ
き
所
た
り
、
又
他

の
住
居

の
一
匠
分
に
過
さ
ず
ε
す
る
場
合
.
そ
の
鹿
狩
内

に
住
め
る
人

々
は
.
何
威

に
厨
す
る
か
の
周
題
を
も
生
す
。
次
に
人
の
共
同
膿
に
よ
る
へ
き
馬
調
査
法
に
あ
b
て
は
、
人
の
限
定
特
に
個
人

の
経
済
關
係
に
關
し
、
間

々
困
難
な
る
問
題
を
生
す
、
乃
ち
濁
り
住

居
の
入
に
付
、
固
有
の

㎜
猫
立
所
帯
み
り
ε

す

へ
き
や
、
或
は
他

の

「
家
族
所
帯
に
從
届

せ
り

ご
し
、
或

は
他
の
特
殊
所
帯
に
属
す
ご
す

へ
き
や
、
厩
疑
問
を

生
す

へ
し
、
か
く
住
居
及
家
計
凋
立

な
る
や
、
不
測御
立
な

る
や
の
問
題
に
關
す
る
決
定
如
何
に
よ
り
、
所
帯
紹
敷

の
萬
國
比
較
適
性
を
大
に
傷
く

へ
し
、
蓋
し

一
面
に
は
濁
り
住
居
の
取
扱
同
し
か
ら
す
内
国
に
よ
り
て
は
之
に
付

満
足
な
る
規
定
を
、
全
く
設
け
さ
る
も

の
あ
る
ご
共
に
、
他
の

一
面
.に
於

て
肚
會
の
實
情
そ
の
も
の
は
、
往
々
に

し
て
そ
の
煩
瑣
な
る
現
呪
を
、
察
知
す
る
こ
ε
殆
ん
ε
不
能
な
る
を
示
す
へ
け
れ
は
な
り
。

両
調
査
方
法
は
大
膿
に
、
同

一
の
目
的
を
達
せ
し
む

へ
く
.
相
違
せ
る
結
果

を
生
塗
る
は
、
例
外

の
場
合
に
限

ら
る

へ
し
、
乃
ち

一
住
居
に
多
轍

の
所
帯
を
包
容
す
る
場
合
、
叉
は

一
所
帯
か
多
く
の
住
居

に
分
た
る
、
場
合
に
、

之
を
生
す

へ
.し
、
濁
り
者
を
取
扱
ふ

の
困
難
は
、
二
者
何
れ
の
場
合
に
も
存

し
得

へ
し
渦
乃
ち
そ
の
住
居
よ
b
す

ヨ

る
も

、
そ

の
家
計

よ
リ
ナ

る
も

、
猫

⊥i6
あ
り

ゃ
他

へ
の
從
驕

あ
り
ゃ

の
問
題

ε
し
て
、
撚

り
&
す
、
.さ
れ

は
我
調

査

法
規
も

、
.現
に
か

＼
る
困
難

を
豫
想

し
、「
家
計

を
共

に
す

る
も
、
別

に
住
居

を
有

下
る
者

、
又

は
住
居

を
共

に

す

る
も
、
別

に
家
計

を
立

つ
る
者

は
、

一
所
帯

と
す
、

其

一
人
な

る
場

合
亦
回

し
」
〔令
第
三
條
四
項
ぎ

規
定

せ
る
も

賓

際

の
取

扱
上
困
難
を
苦

く

へ
き
は
依
然

穴
る

へ
し
。

諦

観

所
帯
統
計
概
説
二

}

第
九
磐

(第
六
號

四
九
〉

八
】
三



,

論

説

所
帯
醗
計
概
.説
二

∀

第
九
巻

(第
六
號

五
〇
)

八
一
四

實

査

の
技

術
⊥
よ
り

せ
ん

か
、
住

居
輩
位
又

は
家
計

輩
位

の
覗
取

り
は
、
第

一
に
そ

の
軍

位

の
組
成

分
子

を
、

録

取

す

へ
き
様
式

の
定

め
に
よ

り
、
第

二
に
是
等
成
團

の
内
部
構
造

認
識

の
え

め

に
、
各
組
成

分
子

の
そ

の
住
居

生
叉

は
所

帯
主

に
聾

す

る
、
關
係
に

つ
き
て

の
問

私
設

く
る
こ

`
に
よ
り

、
之

を
達
し
得

へ
し
、
我

国
勢
調
査
事

業
當

局
者

か
、
夙

に
そ

の
準
備

事
務

の

「
ε
し
て
、
「
国
勢
調
査
申
告
書
」
の
様

式

を
定

め
、
叉
そ

の
規
定

上
、
被

一調
査
者

に
付
「
世
帯

に
於
け

る
地

位
」
を
、
問

ふ
ご

ε
、
せ

る
は
之

な

り
g

五
.

被

調
査

者

の

「
世
帯

に
於

け
.る
地

位
」

冠
言

へ
る
は

、
茫

漠
允
り

と
謂

は

、
盲

ひ
得

へ
し
、
今
之

を
所
帯

主

に

…封
ず

る
關
係

の
意

な
り
ヒ
.せ
ん
か
、
そ

の
關
係

瞳

々
起

る
か
な

め
に
、
所

帯

に
種

々
の
形
式

ケ
生

す

へ
き
は
、
以

上
述

へ
し
所

に
よ
b
、
略

推
知

し
得

へ
し
、

か
く

て
統

計
上
所

帯

ε
.い
ふ
場
合

.
日
常

生
活
上
普
通

に
此
名
稽

を

付

す

へ
き

、
現
存
夫

婦
叉
は
固
有

の
家
族

、
乃

ち
親
族

所
帯

通
常
叉

は
固

有
の
所

帯

聞
p
民
翫
書
き

当
無

巨
㈹
Φ
9

0
。
零
警
嘗

。一一〇
〇
鼻

縣
σq
豊
島
∩
冨

=
.
冷
解

す
る
の

み
な

ら
す
、
凋
b

住
居

の
所

帯

を
も

、
そ

の
未
婚
春
泥

る
ε
、

離
婚
者

鰥
寡

た

る
と
、
男

た

る

と
女

た

る
を
問

は

す
.

凡

て
包
含

せ
し
む

、
現
に
我
国
勢
調
査

法
規
は
、
凋
逸

の

統
計

に
於

け

る

と
同
様
},
位

居
及
家
計

の
共

同
腸

を
以

て
、
所

帯

ご
な
す
ご
ど
上
述

の
如

く
な

る
の
み
な
ら

す
、

比
熱

に
付

て
も
同
様

に
、
畑拗
り
住
居

に
し
て
特

別

の

一

「
住

居
を
有

し
、
家
計

を
立

つ
る
者

、
亦

「
所

帯

こ
す
」

と
規

定

し
π

り
、
(施
行
令
第
三
條
三
項
　
所
謂

単
身

所
帯

巨
壽
巴
訂
=
ω7
聾

巳
一σq
2

は
之

な
り
、
さ
れ

は
そ

の
他

の
濁

、

・

O

、、



り
住
居
に
し
て
、
濁
立
の
家
計
を
轡
ま
さ
る
者
、
假
令
は
京
都
に
そ
の
例
多
き
か
如
く
、
寺
に
間
借
し
て
「
食
堂
」

の
賄
に
よ
れ
る
か
如
き
は
電

身
所
帯
を
な
せ
呈

せ
す
.
自
ら
夫
等
の
人
・
か
隻

・
所
帯
、
又
昊

等

の
人

人

の
た
め
・
賄
を
な
芸

所
馨

・
所
貫

託

て
之
・
数
ふ
・
の
繧

か
・

ぞ

、
国
勢
調
査

の
準
備
に
隻

,

へ
き
繍

は
・
.規
定
に
關
聯
・
て
起

・
へ
き
、
議

論

播

に
付
、
取
誓

不
齊

一
繰

れ
・
・
か
㌍

、
豫

し

め
{準
備
…ナ

る
研
Ψ
の
み

へ
き

な
り
。
.

豪

計
共
同
膿
二

生
存
共
罷

砦

、
虜

糞

性
風
上
、
凡
婁

藻

の
所
帯
現
す
へ
き
親
族
所
帯
以
外
、

特
殊
性
質
の
共
同
謄

共
棲
せ
・
、
人
・
に
吉

組
成
せ
ら
る
・
、
舞

の
所
帯
を
包
阜

、
曇

の
所
謹

特

別
の
寄
合
ひ
所
帯

ご
し
て
、
任
意
叉
は
強
制
的
に
、
そ
の
伴
居
及
賄
上
、
特
別
管
理
の
下
に
立
て
る
多
数
人

の
群

た
り
・
雛

に
於
て
普
通
に
公
共
設
乖

〉
匿

雪

盲

ら
れ
、

合
衆
所
要

は

例
外
所
帯

囚
。目
。
盃
、、-
。.一①.

穿

蚤

　

}一匹
落

窪
.
毫

呼
は
る
・

我
邦

K
め
り
て
は

由
来
普
通
に
準
所
帯

籍

せ
ら
れ
、

法
擢

於
て
も

「
寄
宿
舎
・
病
院
・
旅
店
・
下
塵

其

の
他
、

家
計
を
共

に
せ
・
暑

の
、

集
合
す
・
場
髪

繍

舶
に
奮

者

に
し
て
・
其

の
家
計
を
共

に
芸

る
も
の
は
、

一
場
屋
天
は

嘉

舶
毎
に

一
世
帯
に
準
ず
」
癒

.琴

第
三
條
五
項
ピ

規

定
せ
り
、
通
常
所
帯

か

一
切

の
経
済
的
生
存

目
的

を
充

た
す
π

め
、
限

ら
れ
た

る
人
員

を
、
有

機
的

に
包
容

す

る
に
反
し
、
矢
筈

の
所
帯

は
、
原
子
化

せ
る
親
族

員

、
所
帯
員

を

、

一,
の
特

定
目
的

の
.だ
め
、
集

合
せ
し

め
だ
る
.

も
の
篭

呼
ひ
得

へ
し
・
さ
れ

麦

準
所
帯
内
に
住
む
も
、
分
離
さ
れ
た
集

計
を
咎
め
る
者
は
、
そ

の
準
所
帯

輪

読

幕

鉾

畿

≡

・

第
窓

(第
六
號

五
一
∀

入
王



論

説

所
帯
続
趾
概
説
(
ご

・
.

第
九
巻

.
(
第
六
號

五

二
一

入

「
大

貝
籔

へ
す
と
」
、

一
所
参

す
ぞ

、
そ
の
家
計
喜

む
重

の
擬

興

、ら
は
二

の
.親
餅

帯
あ
り
手

へ
↓
、
こ
は
本
邦

に
於
て
も
、
前
に
引
用
せ
し
調
査
命
第
三
條
第
四
項

の
適
用
上
、
當
然
然
る
へ
ぎ
所
な
り
、
本
.

邦
調
査
法
規
に
脅

て
は
、
そ
の
盤

・通
規

塞

、「適
用
し
難
蕩

所
に
關
す
る
調
査
に
付
て
は
・
内
閣
麹

大
臣
別

に
其

の
手
纏

を
定
む
」
λ
.第
二
　
條
)と
規
定

し

、
別

に
夫

等

の
場
所

を
以

て
.

(
一
)宮
城

、
離
宮

、
皇
族

の

殿

邸
其

の
他

之
叩
準

す

へ
き
箇

所

、
(
二
)外

囲

の
大

使
館

.
公
使
館

及
軍
艦

.

(三
)
陸
海
軍

の
部
隊

及
艦
船

〔四

}

司
法
大
臣
の
管
理
崩

す
監

獄
窪

め
投
り
、

・細
・
笙

。
條
ぶ

を

民
衆
生
存
の
百
態
・
網
羅
蓋

さ
異

る
か
如

し

と
難

も

.
別

に
又
民
衆

の
中

に
は
、
家

な

く
所

帯
な

く
し

て
、
天
下
を
家

と
し
所
帯

と
な
し

、
或

は
山

河
姦

渡
し
、或
は
市
井
に
潜
伏
す
・
毒

か
ら
す
、
極
端

な
る
個
愈

想
は
「
超
人
」
を
生
み
、自
暴
自
棄
掻

浪

人
　
罠

を
生
む
か
聖

、
複
雑
な
誼

會
は
、
特
殊

の
天
人
A旦

聾

野

れ
砦

、
「
逸
民
」
「
道
士

」
「仙
人
」

書

す

寄

能
あ
・
、
飲
中

の
八
仙
、
竹
林
の
七
賢
・
、
杢

の
倉

・
も
存

す
る
の
可
能
奮

は
・
世
間

の
事

に
不
融
通
な

る
統

計
家

ご
雌
も

、
心
掛

く

へ
き
事
柄
な

り
。

、

昔
時

の
調
査

に
あ
り

て
は
、
何
庭

に
て
も
地
方

目
録

○
・二
諄
Φ
基
本

調

査
の
輩
位
を
な

し
、各

地
方

に
於

け

る
.「

切

の
所
謹

、
「
各
地
專

別
の

百

錬
に
よ
り
.
覗
取
ら
れ
た

・
も
、葺

の
進
歩
せ
・
調
査
方
法
誇

り
て
は
・
.

そ
の
代
り
に
所
帯
票
使
用
せ
ら
妻

は
、
前
に
も
述

へ
し
か
如
し
函

に
よ
b
て
星

空

歩
を
進
め
客

所
帯

員
各

別
の
個
別
票

人
別
票

記
ロ
臣
量

5
高
く
こ
器
一
軍
名

票

オ
p
ヨ
。巳
凹ω冨

叉
は
計
票

、N
釜
澤
程
【ρ

囚
鴛
【9
8
。筈
。
紅
。

・



を
購
み
て
、
基
本

の
硯
取
b
を
溶
け
ん
ε
す
る
も

の
あ
b
、
人
口
實
査
に
於
け
ろ
所
帯
票
及
個
別
票

の
優
劣
に
關

す
る
占
般
論
は
、
別
に
研
究
を
要
す
る
所
な
る
か
、
今
所
帯
調
査
に
關
鞣
し
て
、
少
し
く
此
問
題
を
究
め
ん
か
、

凡
そ
個
人
と
そ
の
個
人
か
住
み
.
叉
そ
の
消
費

の
生
計

ケ
立
つ
る
.
家
族
叉
は
所
帯
こ
の
特
殊
聯
絡

は
、
極
め
て

,
強
風
印
刻
せ
ら
る
へ
を
以
て
一
統
計
上
個
別
票
を
使
用
せ
る
際

に
あ
り
て
も
、
大
多
数

の
場
合
そ
の
値
入
を
、
そ

の
所
帯
内

に
捜
す

の
要
あ
り
、
從
ひ
て
叉
そ

の
目
的
上
、
通
常
個
別
票
以
外

に
、
簡
軍
な

る
所
帯
票
使
用

の
必
要

あ
り
、
而
し
て
そ

の
票

に
は
、
少
く
こ
も
所
帯
員
の
姓
名
以
外
、
.そ
の
所
帯
主
に
封
ず
る
親
族
開
悟
、
そ
の
他

の

關
係
も
亦
示
さ
る
、
さ
れ
は

エ
ソ
グ

ル
か
夙
に

[
八
七

一
年
、
普
國

に
於
て
集
中
整
理
を
断
行
し
、
之
ご
關
嚇
し

て
個
別
票
使
用

の
方
針
を
立
て
し
に
拘
は
ら
す
、
所
帯
覗
取
り
に
つ
き
て
は
例
外
を
認
め
,

マ
イ
ァ
ー
も
調
査
様

式
を
微
分
し
て
、
各
人
各
別
の
計
票
に
及

ぼ
す
は
、
所
帯
及
家
族
統
計
の
鞍
達
に
は
利
な
ら
す
ε
し
、
輓
近

に
至

カ
所
帯
塵
止
の
反
射
論
も
唱
.へ
ら
る
、
蓋
し
躍
名
孫
そ
の
も
の
Σ
み
に
よ
り
て
は
、
所
帯
の
内
部
構
造
を
詳
言
す

れ
は
各
所
借
賃
か
、
そ
の
所
帯
主
火
は
住
居
圭
に
臠
し
、
如
何
な
ゐ
關
係
を
有
す
る
か
を
、
正
し
く
究

め
兼

似
る

こ
ε
珍
し
か
ら
さ
れ
は
な
b
o

(未
完
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